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政
府
は
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
創
設
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
本
法
の
施
行
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
市
町
村
を
核
と
し
た
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
本
法
施
行
の
重
要
な
柱
で
あ
り
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
た

私
有
人
工
林
の
森
林
整
備
促
進
が
求
め
ら
れ
る
。
市
町
村
が
行
う
べ
き
業
務
は
、
森
林
経
営
管
理
の
判
断
、
森
林
所
有
者
の

確
定
、
境
界
の
明
確
化
、
森
林
の
適
正
管
理
や
巡
視
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
本
法
の
目
的
が
早
急
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
市
町

村
業
務
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
。 

 

二
、
本
法
施
行
に
併
せ
、
か
ね
て
か
ら
課
題
で
あ
っ
た
、
森
林
整
備
に
重
要
な
路
網
の
整
備
、
木
材
利
用
を
拡
大
す
る
た
め
の

川
上
と
川
下
の
連
携
強
化
に
よ
る
安
定
的
、
効
率
的
な
供
給
体
制
の
構
築
と
木
材
新
需
要
の
創
出
、
鳥
獣
被
害
対
策
、
主
伐

後
の
植
栽
に
よ
る
再
造
林
、
保
育
の
確
実
な
実
施
な
ど
、
国
に
お
い
て
も
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

三
、
前
二
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
市
町
村
が
創
意
工
夫
を
も
っ
て
業
務
の
遂
行
が
で
き
る
よ
う
森
林
環
境
譲
与
税
の
使

途
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
例
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
市
町
村
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

四
、
市
町
村
が
林
業
経
営
者
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
性
（
生
産
量
）
だ
け
で
な
く
、
作
業
の
質
、
持
続
性
、
定
着

性
、
地
域
経
済
へ
の
貢
献
、
労
働
安
全
、
賃
金
等
の
労
働
条
件
な
ど
を
基
準
と
し
て
評
価
で
き
る
よ
う
市
町
村
を
支
援
す
る

と
と
も
に
、
こ
の
評
価
の
基
準
を
満
た
す
健
全
な
林
業
経
営
者
を
育
成
す
る
た
め
に
、
森
林
に
関
す
る
高
度
な
知
識
、
技

術
、
経
営
に
関
す
る
研
修
計
画
を
企
画
し
、
実
施
す
る
こ
と
。 



 
五
、
市
町
村
が
、
こ
れ
ま
で
の
森
林
施
策
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
奥
地
等
の
森
林
の
整
備
等
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
市
町
村
の
林
業
部
門
担
当
職
員
の
確
保
・
育
成
を
図
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
林
業
技
術
者
等
の
活

用
の
充
実
、
必
要
な
支
援
及
び
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。 

 

六
、
森
林
の
育
成
に
は
、
林
業
労
働
力
の
確
保
・
育
成
は
不
可
欠
で
あ
る
。
国
に
お
い
て
は
、
林
業
就
業
者
の
所
得
の
向
上
、

労
働
安
全
対
策
を
始
め
と
す
る
就
業
条
件
改
善
に
向
け
た
種
々
の
対
策
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

七
、
山
村
振
興
に
向
け
、
都
市
と
山
村
自
治
体
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
森
林
整
備
協
定
に
基
づ
く
森
林
整
備
等
を
一
層
推

進
す
る
こ
と
。 

 

八
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
の
重
要
性
に
鑑
み
、
森
林
環
境
譲
与
税
に
よ
る
措
置
も
含
め
、
我
が
国
全
体
で

必
要
な
森
林
整
備
が
着
実
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
所
要
の
予
算
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
森
林
環
境
税
を
活
用
し
た
森
林
整

備
等
へ
の
国
民
の
理
解
と
協
力
が
一
層
得
ら
れ
る
よ
う
、
国
は
、
森
林
整
備
の
効
果
等
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る

な
ど
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

 

九
、
私
有
人
工
林
の
荒
廃
が
進
み
、
保
水
力
低
下
、
土
砂
災
害
の
発
生
、
野
生
鳥
獣
の
生
息
地
の
破
壊
、
花
粉
症
り
患
者
の
急

増
な
ど
深
刻
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
我
が
国
の
森
林
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
森
林
環
境
譲

与
税
を
活
用
し
て
、
豊
か
な
森
再
生
の
た
め
に
、
地
域
の
自
然
条
件
等
に
応
じ
て
放
置
人
工
林
の
広
葉
樹
林
化
を
進
め
る
こ

と
。 

 

十
、
広
葉
樹
林
化
の
施
業
は
、
実
践
例
が
乏
し
く
、
森
林
環
境
譲
与
税
の
交
付
を
受
け
る
市
町
村
に
そ
の
技
術
が
な
く
、
人
材

も
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
林
環
境
譲
与
税
で
放
置
人
工
林
の
広
葉
樹
林
化
が
進
む
よ
う
に
、
具
体
的
な
指
針
を
示

し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 



 
十
一
、
既
存
の
森
林
整
備
に
係
る
補
助
金
等
は
、
放
置
人
工
林
の
広
葉
樹
林
化
に
利
用
が
難
し
く
、
自
治
体
独
自
の
補
助
事
業

も
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
放
置
人
工
林
の
広
葉
樹
林
化
が
各
地
で
進
む
よ
う
、
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。 

 

十
二
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
制
度
に
つ
い
て
、
各
自
治
体
に
お
け
る
使
途
及
び
豊
か
な
森
林
の
公
益
的
機
能
増

進
へ
の
効
果
を
検
証
し
つ
つ
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
豊
か
な
森
林
環
境
の
再
生
の
た
め
に
、
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途

や
譲
与
基
準
を
始
め
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


